
 

≪政策保有株式に関する保有方針・検証の内容と 

議決権行使基準≫ 

 

当社は、顧客や取引先との事業上の関係の維持・強化が、当社の中長期的な

企業価値の向上に資すると考えられる場合に限り、その企業の株式を政策保有

株式として保有する方針です。 

政策保有株式は、資本コストとリターンや取引の状況、ならびに中長期的な

観点による保有目的・保有意義を踏まえ、継続保有の可否を取締役会で定期的

に検証しております。 

 

政策保有株式の議決権行使にあたっては、上述の検証内容や、議案が当社と

発行会社双方の持続的成長と中長期的な企業価値の向上に資するか否かを総合

的に判断し、議案への賛否を判断いたします。例えば、業績不振が継続し改善

が見込めない場合や、法令違反が生じた場合には、役員選任議案に反対する可

能性があります。 

 

＜検証の内容＞2026 年 6 月実施 

保有する１銘柄について、当社の資本コストと本銘柄のリターンや取引に係

る利益、今後の当社事業への貢献見込みや、事業上の関係の維持・強化といっ

た保有目的等を総合的に勘案し、継続保有することといたしました。 


